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200010
NPO法人の所轄庁権
限の政令指定都市の
長への移譲

特定非営利活動促進
法第９条第１項

ＮＰＯ法人の所轄庁は、その事務所が所在
する都道府県知事（二以上の都道府県の区
域内に事務所を設置するものにあっては内
閣総理大臣）とされている。

Ｄ－１

本提案は、政令指定都市の長が所轄庁になることに
よって、低利融資や税優遇措置、人材育成などＮＰＯ活
動を総合的に支援する施策を効果的・効率的に実施す
るというものである。
ＮＰＯ活動の支援施策は、法人の認証・監督等、所轄庁
の担う事務の問題とは別の問題である。ＮＰＯ法人制度
における広範な情報公開制度等を活用することによっ
て、本提案にあるＮＰＯ活動の支援施策を効果的・効率
的に実施していくことは現行制度上においても対応でき
る。

地域再生の観点から、権
限委譲を促進することが
必要とされており、これを
ふまえ、提案が実現でき
ないか、併せて、右の提
案主体の意見も踏まえ、
再度検討し回答された
い。

①本市は、ＮＰＯ・ＮＧＯ振興に関する施策を総合的・先駆的に実施することにより、人材を集め、ＮＰＯ・ＮＧＯ活動
を活性化し、一大拠点となることを目指している。そのためには、ＮＰＯ法人に対する相談・認証・指導・監督等の所
轄庁事務と、これを通して得られた様々な情報を基に把握したＮＰＯ法人のニーズや諸問題に対する支援策・対応
策等を本市が一元的に実施することで大きな効果が得られると考える。また、ＮＰＯ法人にとっても、所轄庁と支援
の窓口が同一組織である方が利便性も高く有益であると思われる。
②法人設立に関する事前相談や毎年の事業報告書等の確認・検査等により所轄庁が恒常的に取得できる情報に
は、書類上には表れないＮＰＯ法人の生の声が数多くあり、現行の情報公開制度で入手できる情報に比べ、より
豊富かつタイムリーである。ＮＰＯ・ＮＧＯ活動を取り巻く状況の変化に対応する適切な支援策を効果的・効率的に
実施するためには、ＮＰＯ法人の多様なニーズを的確に把握することが必要であり、現行の情報公開制度の活用
だけでは十分ではないと考える。
③本市が聴取したＮＰＯ法人の意見には、「日常のＮＰＯ・ＮＧＯ活動において市役所とのかかわりが深い」、「所轄
庁は地域により身近な方が便利である」などが相当数あり、今後、反公益的な活動を行うＮＰＯ法人が現れた場合
は「市民によるチェック」機能を発揮することも重要となることから、市民に最も身近な市が所轄庁であることが望ま
しいと考える。
④今後ともＮＰＯ法人の増加が想定されることから（平成１４年度広島県全体で６４法人増加）、個々の法人に対し
て的確に対応するためには、広島県内の約６割のＮＰＯ法人が主たる事務所を置き、都道府県と同等の権限を持
つ政令指定都市である本市と県とで所轄を分担した方がよいと考える。

提案者からの意見に対する当方の回答は以下のとおりであり、提案者の提案内容は現行制度において対応可能である。

①及び②について
　特定非営利活動促進法(以下、ＮＰＯ法)は、所轄庁の関与を極力抑制する一方で、ＮＰＯ法人及び所轄庁に対して事業報告書等の閲覧を義務づ
けるなど、ＮＰＯ法人に関する情報公開を徹底している。認証・監督行為の有無に係わらず、情報公開によって相当の情報を把握することができ、
また、こうした情報をもとに、例えば市町村がＮＰＯ法人へのヒアリング調査を行うなどにより、ＮＰＯ法人に関する情報を蓄積し、ＮＰＯ法人のニー
ズや諸問題に対する支援策・対応策等を実施することは十分にできる。なお、希望者に対する申請手続きについての相談業務は、現行制度にお
いても、所轄庁でなくとも実施できる。
　また、ＮＰＯ法人の認証・監督は、所轄庁の関与を極力抑制するというＮＰＯ法の趣旨に沿ってなされるべきものであることから、所轄庁としての
情報収集も認証・監督を行う上で最低限必要なものにとどめるべきである。所轄庁としてＮＰＯ法人の認証・監督を行う際に、ＮＰＯ法人の多様な
ニーズの把握に必要な情報までも取得することは、上述したＮＰＯ法の趣旨になじまない。
一方、ＮＰＯ法上の手続きは、できるだけ簡単なものとなるように工夫されており、所轄庁と支援の窓口が同一組織でなくとも、ＮＰＯ法人の利便性
は確保されている。なお、所轄庁が担うＮＰＯ法人の認証・監督は、法律に基づき厳正かつ中立に実施すべきであり、ＮＰＯ法人に対する支援策と
は別個のものである。
③について
貴市のみに事務所を置くＮＰＯ法人であっても、その利用者や関係者は貴市の住民のみに限定できないことから、「市民によるチェック」機能の発
揮のためには、ＮＰＯ法人に対して、貴市の住民に限らず、広く市民を対象として情報公開を促していくことが望ましい。したがって、「市民による
チェック」機能の発揮のためには所轄庁を県知事から貴市長へ委譲することが望ましいとする貴市の意見は、必ずしも妥当ではない。
なお、「市民によるチェック」は、ＮＰＯ法の理念に鑑み、公権力の行使を極力抑制し、市民の中でＮＰＯ法人が発展していくことが重要であるという
認識に基づくものである。貴市の提案内容は、ＮＰＯ法人の多様なニーズの把握・支援という、認証・監督とは別個の目的を所轄庁の事務に担わ
せるものであり（いわゆる「大きな所轄庁」を指向）、上述した「市民によるチェック」にかかる基本的な認識になじまないと考える。
④について
　今後ＮＰＯ法人の増加が想定されることに対してどのように対応していくかについては、まずは広島県において検討すべき課題と考える。

もとより、地域活性化のためにＮＰＯ活動促進は重要であり、行政とＮＰＯ法人との協働を進めていく必要があると認識している。その一方で、行政
の種々の事務について、現行制度のもとでは、ＮＰＯ法人が委託先やパートナーになれないという課題があるやに認識している。当方において
も、ＮＰＯ発展の観点から、かかる課題に関して貴市を含め地方公共団体等と協力してまいりたい。

1066010 広島市
広島市ＮＰＯ・ＮＧＯ
振興特区

NPO法人の所轄庁
権限の政令指定都
市の長への移譲

特定非営利活動促進法におい
て、事務所を政令指定都市内に
置くＮＰＯ法人の所轄庁を、都道
府県知事から政令指定都市の長
へ移譲する。

 　現在、広島県知事が有するＮＰＯ法人の所轄庁権
限のうち、事務所が広島市内にある法人について
は、政令指定都市の長である広島市長へ権限移譲
し、広島市が所轄庁事務を行う。
　また、広島市が所轄庁になることで、ＮＰＯ法人を対
象とした低利融資制度や税優遇措置、市内外の高
等教育機関との連携によるＮＰＯ・ＮＧＯを担う人材の
育成など、ＮＰＯ・ＮＧＯ活動を総合的に支援する市
独自の施策を効果的・効率的に実施し、ＮＰＯ法人の
設立の促進と積極的な育成を図り、地域の活性化を
目指す。

　（経済的社会的効果）
①市民主体のまちづくりの促進・市民の生きがい創
出
②人材の集積による都市の活性化
③ＮＰＯ法人の活動の活発化による新規産業の創出
や地域経済の活性化
④ワークシェアリングの進

200020
新たな公的資格の創
設（防災司）

なし Ｃ

災害対策基本法上、地方公共団体が「防災司」の資格
を創設することについては規制はない。特区の目的は、
国による全国一律の規制の是非を再検討するところに
あると思われるが、国が規制していない以上、この件に
関して特段の対応をとることは予定していない。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

措置の概要に示された、地方公共団体が独自に資格を創設することになんら制約はないとのことにつ
いては、十分に承知しているところです。しかし、今回の提案は国家資格として新たな資格を創設し、防
災対策の一層の推進を図るため地域でのリーダー育成を全国規模で行おうとするものです。文京区と
いたしましては貴府との綿密な協議のうえで本資格を創設し、当初の資格付与機関としての機能をめ
ざしたものであり、再考をお願いするものです

防災対策を推進するための地域リーダーの育成は意義のあることであるが、国家資格として新たな資格を創
設することは、規制とは無関係である。

1095170 文京区

最先端の生涯学習
を実現する文京区
まるごとキャンパス
特区

最先端の生涯学習
を実現する文京区
まるごとキャンパス
特区

新たな公的資格の創設③防災司
｢防災司｣を位置づけ、内閣総理大
臣が示したガイドラインに基づき、
市町村が認定する資格とする。

地方自治を行ううえで、今後必要不可欠と思われる､
資格について、各所管省庁との連携により創設す
る、

200030
放置自転車の所有権
の市町村への帰属期
間の短縮

自転車の安全利用の
促進及び自転車等の
駐車対策の総合的推
進に関する法律第6条
第4項

自治体が撤去した放置自転車について、所
有者が現れない物についても当該自治体に
所有権が帰属する6ヶ月間の保管期間を経
て、売却や廃棄等の処分を行っている。

D-1

自転車法第6条第3項の規定によると、市町村長は条例
で定めるところにより、保管している放置自転車の所有
権帰属前の売却、廃棄等の処分が可能であり、提案主
体が抱える問題は解決できると考える。

提案は、３ヶ月を過ぎた後
に「修理を行い販売する」
「レンタル自転車として利
用する」ことであるが、実
施可能と解して良いか。

自転車法第6条第3項の規定によると、市町村長は条例で定めるところにより、保管している放置自転
車の所有権帰属前の売却、廃棄等の処分が可能であるとしており、提案主体の提案は実施可能と考え
る。

1111010 多治見市
放置自転車リサイ
クル特区

放置自転車の保管
期間の短縮

放置自転車の保管期間６ヶ月を
３ヶ月に短縮する。

放置自転車を修理・点検し、再販売やレンタルにより
利活用する。

200040
撤去の対象となる放
置自転車等の対象車
輌の拡大

自転車の安全利用の
促進及び自転車等の
駐車対策の総合的推
進に関する法律第2条
第2号

自転車等とは自転車又は原動機付自転車
をいう。

D-1

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総
合的推進に関する法律（以下「自転車法」という。）」は、自転
車利用における交通事故の増加、自転車の無秩序な放置
の増大等を背景として制定・改正されたものであり、自転車
に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自
転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進
等に関し基本的な事項を定めるとともに、地域の自主性に
基づき、具体的な撤去等の措置について地方公共団体の
条例に委ねることを内容としているだけである。したがって
自転車法は地方公共団体が行う自動二輪車への措置をな
んら妨げてはおらず、地方公共団体は、その自主性に基づ
き条例を定めて自動二輪車の撤去措置等を実施できると考
える。
また、放置自転車の撤去等は、自転車法第5条第6項のとお
り、条例をはじめとする他の「法令の規定」に基づき、地方公
共団体等が撤去に努めるべきこととされていることから、同
法第2条第2号に規定する「自転車等」の定義に自動二輪車
を加えても、自転車法それ自体が放置自動二輪車の撤去の
根拠規定とはなりえない。
なお、例えば川崎市のように、地方公共団体が地域の実情
に応じて放置自動二輪車を撤去対象とする条例を制定して
いる実例も複数ある。

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

高槻市では改正自転車法を根拠法令として、放置自転車に関する条例を制定している。自動二輪車は
道路交通法の適用を受け、駐車にかかる規制も明記されている。同法は全国一律に同一内容の規制
を施すものであり、同法の適用を受ける歩道に放置された自動二輪車を撤去することは、同法に抵触
するのではないでしょうか。また、撤去した場合、保管・売却または処分行為を伴います。自動二輪車を
条例のみで撤去から処分まで実施することは、違法性が除却されているか明確でない。最終的には司
法の判断を仰ぐしかないのが現実です。他の自治体に自動二輪車撤去条例があると例示されている
が、このことが適法であるとは言えないと解しています。良好な市民生活を確保するため、改正自転車
法の「自転車等」に自動二輪車を加えることを提案するものです。

放置自転車の撤去等は、自転車法第5条第6項のとおり、条例をはじめとする他の「法令の規定」に基づき、
地方公共団体等が撤去に努めるべきこととされていることから、同法第2条第2号に規定する「自転車等」の定
義に自動二輪車を加えても、自転車法それ自体が放置自動二輪車の撤去の根拠規定とはなりえない。
道路交通法は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障
害の防止に資する」ことを目的として、同法第51条に基づき、警察官等が違法駐車されている自動二輪車に
対する措置をとることができることとされている。これに対し、例えば、横浜市の条例は「公共の場所における
自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境を保持し、もって公共の福祉の増進に寄与する」こと
を目的とし、市当局が放置自動二輪車を撤去することとしており、道路交通法とは目的・手法が異なっている
ところであり、当該条例は道路交通法に抵触するものではない。したがって高槻市における同様の条例の制
定を妨げるものではない、と解される。

1135010 高槻市
放置自転車対策特
区

放置自転車対策と
しての撤去対象車
輌を市町村の条例
で規定の特例

改正自転車法（平成６年６月施
行）第２条で定義している「自転車
等」の内容（自転車又は原動機付
自転車）を市の条例により、自動
二輪車を加えることにより、放置
自転車対策として実施する撤去作
業の効果を増大させ、良好な交通
環境を確保するため提案する。

現在、本市では改正自転車法及び市条例に基づき
放置自転車対策として、自転車駐車場の整備並びに
放置自転車の撤去（移動）作業を実施し、歩行者等
の安全確保、都市景観の維持・向上等に努めてい
る。
　　しかしながら、歩道等に放置されているのは条例
等で撤去対象となっている自転車、原動機付自転車
だけではなく自動二輪車も数多く放置されている。撤
去作業を行っても、自動二輪車はそのまま残され歩
行者、特に高齢者等にとっては大きな障害となってお
り、撤去作業の効果が半減している。
　　撤去対象車輌に自動二輪車を加えることにより、
効果を増大させることができる。

200050
地方青少年問題協議
会の会長の選任規定
の見直し

地方青少年問題協議
会法

第３条第2項　会長は、当該地方公共団体
の長をもって充てる。

D-1

地方青少年問題協議会が地方青少年問題協議会法に
基づくものとの位置づけを得るためには、協議会の会長
は、当該地方公共団体の長をもって充てることが必要で
ある。しかし、本法に基づくものではないが、地方自治体
法第百三十八条の四第3項の規定に基づく附属機関と
して、会長を首長以外から選任する審議会を置くことは
可能であり、提案主体が抱える問題は解決できると考え
る。（実際に、後者の法に基づく審議会を設置している
自治体も複数あると聞いている。）

右の提案主体の意見を踏
まえ、再度検討し回答され
たい。

地方青少年問題協議会法では、「地方青少年問題協議会」を設置することができるという規定になっており、地方自治法によ
る付属機関を設置することで足りるという回答ですが、全国の都道府県及び市町村のほとんどが地方青少年問題協議会を設置
しています。しかし、地方青少年問題協議会法第三条２の規定で「会長は、当該地方公共団体の長をもって充てる。」とある
ため、会長である首長が自分に答申を行う完全に形骸化した組織となっております。この規定は青少年問題の重要性にかんが
み、地方公共団体が地域ぐるみで総合行政として取り組む必要からこのようになったと思われます。しかし、公共団体の長を
会長とすることは、結果的に多忙な公務の傍らで青少年問題に取り組むことになり、市民や関係行政機関が、腰をすえた審議
を望んでも、そのための時間の調整さえままならず、結果的には形式的・名目的な会長にしかならず、地方青少年問題協議会
を形骸化させてしまっています。また、意見具申にしても、会長である地方公共団体の長が自分に対して意見具申をするとい
うのはとても不明朗です。草加市では、青少年問題協議会の協議の中で青少年の健やかな育成のための施策は、青少年を大人
の視点から保護、善導するだけでは実効性を持たせることが困難であり、青少年問題協議会の委員の一員に青少年自身が参画
し協議に参加する中でこそ有効に機能する道が開けるという議論がされてきました。補導と環境浄化という、上からの青少年
対策から青少年自身の参加や参画、意見反映をとおして、実際的に青少年自身が責任を自覚できるような施策立案と展開が必
要不可欠です。さらに、名称についても青少年問題協議会では、青少年自身が問題であるかのような印象をあたえ、青少年を
取り締まる協議会であるような印象をあたえてしまいます。青少年自身の参加、参画をうながし、夢と希望をいだけるような
名称を地方公共団体の特色と必要により自由に持たせることがより実効性のある青少年施策につながります。青少年が未来に
夢と希望を持ち、世界に貢献できる日本人として健やかに成長できるようにすることは、まさに全国民の責務です。そのため
に、法に根拠を置き設置されてきた「地方青少年問題協議会」が形骸化していることは、改革の視点からも大きな損失であり
障害であると考えます。内閣府の回答にあるように、地方自治法の規定に基づいて独自の審議会を設けることは不可能ではあ
りませんが、国が法律によって定めていることの意味、影響力、拘束力は大きく重い。青少年の健全な育成が強く求められて
いる昨今の状況下、自治体の取り組みを国の法形式が阻害するような状況は早急に改められる必要があります。以上の事由によ
り、地方青少年問題協議会の会長を地方公共団体の長に固定しないこと、１３歳以上の青少年であれば青少年問題協議会をはじ
めとする付属機関の委員になれること、さらに青少年問題協議会の名称を地方公共団体により自由に決めることができるように
制を緩和、改革するとを希望します。

本法に基づく地方青少年問題協議会は、青少年の育成に関する総合的施策を円滑に推進するため、青少年
の育成施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議するのみならず、関係行政機関相互の連絡調整を図る
機関としての役割も担うものとされており、その機能を発揮するため、本協議会の会長は当該地方公共団体
の長をもって充てることとされている。
また、本法に基づく協議会の設置は、あくまでも地方公共団体の任意であり、本法は、設置する場合において
満たすべき事項を国としてお示ししているものである。
したがって、当該規定を撤廃することは、本法の趣旨に鑑み好ましいものとは言えず、また、その必要性もな
いと考えられる。
なお、本法ではなく条例に基づいて、会長や委員構成等、地域の実情に応じた附属機関を自由に設けること
が可能になっていることから、提案主体の問題は解決できると考えている。

1190010 草加市

草加の教育特区
（地方青少年問題
協議会の会長を首
長以外から選任す
る）

地方青少年問題協
議会の会長を首長
以外から選任する

地方青少年問題協議会法第３条
第２項の「地方青少年問題協議会
の会長は、当該地方公共団体の
長をもって充てる」この条文につい
て撤廃を望むものです。

地方青少年問題協議会法第３条第２項の「地方青少
年問題協議会の会長は、当該地方公共団体の長を
もって充てる」この条文について撤廃を望むもので
す。
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